
書
簡
を
も
っ
て
啓
上
い
た
し
ま
す
。
本
官
は
、
本
日
付
け
の
閣
下
の
次
の
書
簡
を
受
領
し
た
こ
と
を
確
認
す
る
光
栄
を
有
し

ま
す
。本

使
は
、
二
千
四
年
九
月
十
七
日
に
メ
キ
シ
コ
市
で
署
名
さ
れ
た
経
済
上
の
連
携
の
強
化
に
関
す
る
日
本
国
と
メ
キ
シ
コ

合
衆
国
と
の
間
の
協
定
（
以
下
「
協
定
」
と
い
う
。
）
第
百
六
十
五
条
の
規
定
に
よ
り
設
置
さ
れ
た
合
同
委
員
会
の
決
定
第

十
号
に
言
及
す
る
光
栄
を
有
し
ま
す
。

本
使
は
、
更
に
、
前
記
の
合
同
委
員
会
に
よ
り
そ
の
決
定
第
十
号
に
お
い
て
採
択
さ
れ
た
修
正
並
び
に
協
定
第
三
十
七
条

３

及
び
６
並
び
に
第
百
六
十
五
条
２

の
規
定
に
従
い
、
こ
の
書
簡
の
別
添
の
規
定
が
そ
れ
ぞ
れ
協
定
附
属
書
四
第
二

(c)

(e)
(i)

節
中
の
対
応
す
る
規
定
に
代
わ
る
こ
と
を
日
本
国
政
府
に
代
わ
っ
て
提
案
す
る
光
栄
を
有
し
ま
す
。

本
使
は
、
更
に
、
前
記
の
提
案
が
メ
キ
シ
コ
合
衆
国
政
府
に
よ
り
受
諾
し
得
る
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
こ
の
書
簡
及
び
そ

の
旨
の
貴
官
の
返
簡
が
日
本
国
と
メ
キ
シ
コ
合
衆
国
と
の
間
の
合
意
を
構
成
す
る
も
の
と
し
、
そ
の
合
意
が
二
千
十
一
年
九

月
二
十
二
日
に
メ
キ
シ
コ
市
で
署
名
さ
れ
た
経
済
上
の
連
携
の
強
化
に
関
す
る
日
本
国
と
メ
キ
シ
コ
合
衆
国
と
の
間
の
協
定

を
改
正
す
る
議
定
書
の
効
力
発
生
の
日
に
効
力
を
生
ず
る
こ
と
を
提
案
す
る
光
栄
を
有
し
ま
す
。

こ
の
書
簡
は
、
ひ
と
し
く
正
文
で
あ
る
日
本
語
、
ス
ペ
イ
ン
語
及
び
英
語
に
よ
り
作
成
さ
れ
、
解
釈
に
相
違
が
あ
る
場
合



に
は
、
英
文
に
よ
る
も
の
と
し
ま
す
。

本
官
は
、
更
に
、
メ
キ
シ
コ
合
衆
国
政
府
が
前
記
の
提
案
を
受
諾
す
る
こ
と
を
閣
下
に
通
報
す
る
と
と
も
に
、
閣
下
の
書
簡

及
び
こ
の
返
簡
が
メ
キ
シ
コ
合
衆
国
と
日
本
国
と
の
間
の
合
意
を
構
成
す
る
も
の
と
し
、
そ
の
合
意
が
二
千
十
一
年
九
月
二
十

二
日
に
メ
キ
シ
コ
市
で
署
名
さ
れ
た
経
済
上
の
連
携
の
強
化
に
関
す
る
メ
キ
シ
コ
合
衆
国
と
日
本
国
と
の
間
の
協
定
を
改
正
す

る
議
定
書
の
効
力
発
生
の
日
に
効
力
を
生
ず
る
こ
と
を
確
認
す
る
光
栄
を
有
し
ま
す
。

こ
の
返
簡
は
、
ひ
と
し
く
正
文
で
あ
る
ス
ペ
イ
ン
語
、
日
本
語
及
び
英
語
に
よ
り
作
成
さ
れ
、
解
釈
に
相
違
が
あ
る
場
合
に

は
、
英
文
に
よ
る
も
の
と
し
ま
す
。

本
官
は
、
以
上
を
申
し
進
め
る
に
際
し
、
こ
こ
に
閣
下
に
向
か
っ
て
敬
意
を
表
し
ま
す
。



二
千
十
二
年
三
月
二
日
に
メ
キ
シ
コ
市
で

メ
キ
シ
コ
合
衆
国

外
務
省
法
律
顧
問

ア
ル
ト
ゥ
ー
ロ
・
Ａ
・
ダ
ヘ
ル
・
ゴ
メ
ス

メ
キ
シ
コ
合
衆
国
駐
在

日
本
国
特
命
全
権
大
使

目
賀
田
周
一
郎
閣
下



別
添一

七
・
〇
一

第
一
七
・
〇
一
項
の
産
品
へ
の
他
の
類
の
材
料
か
ら
の
変
更

一
七
〇
二
・
一
一－

一
七
〇
二
・
五
〇

第
一
七
〇
二
・
一
一
号
か
ら
第
一
七
〇
二
・
五
〇
号
ま
で
の
各
号
の
産
品
へ
の
他
の
類
の
材
料
か

ら
の
変
更

一
七
〇
二
・
六
〇

第
一
七
〇
二
・
六
〇
号
の
り
ゅ
う
ぜ
つ
ら
ん
（
ア
ガ
ヴ
ェ
・
テ
ク
イ
ラ
ナ
及
び
ア
ガ
ヴ
ェ
・
サ
ル

ミ
ア
ナ
）
の
液
汁
、
エ
キ
ス
又
は
濃
縮
物
か
ら
得
た
果
糖
水
へ
の
他
の
類
の
材
料
か
ら
の
変
更
（
第

六
類
、
第
七
類
、
第
一
一
類
、
第
一
二
類
又
は
第
一
三
類
の
材
料
か
ら
の
変
更
を
除
く
。
）
又
は
、

第
一
七
〇
二
・
六
〇
号
の
産
品
（
り
ゅ
う
ぜ
つ
ら
ん
（
ア
ガ
ヴ
ェ
・
テ
ク
イ
ラ
ナ
及
び
ア
ガ

ヴ
ェ
・
サ
ル
ミ
ア
ナ
）
の
液
汁
、
エ
キ
ス
又
は
濃
縮
物
か
ら
得
た
果
糖
水
を
除
く
。
）
へ
の
他
の
類

の
材
料
か
ら
の
変
更

一
七
〇
二
・
九
〇

第
一
七
〇
二
・
九
〇
号
の
産
品
へ
の
他
の
類
の
材
料
か
ら
の
変
更

一
七
・
〇
三－

一
七
・
〇
四

第
一
七
・
〇
三
項
か
ら
第
一
七
・
〇
四
項
ま
で
の
各
項
の
産
品
へ
の
他
の
類
の
材
料
か
ら
の
変
更

二
九
一
五
・
三
九

第
二
九
一
五
・
三
九
号
の
産
品
へ
の
他
の
号
の
材
料
か
ら
の
変
更

二
九
一
五
・
四
〇

第
二
九
一
五
・
四
〇
号
の
産
品
へ
の
他
の
号
の
材
料
か
ら
の
変
更
（
第
二
九
一
五
・
二
一
号
の
材



料
か
ら
の
変
更
を
除
く
。
）
又
は
、

第
二
九
一
五
・
四
〇
号
の
産
品
へ
の
第
二
九
一
五
・
二
一
号
の
材
料
か
ら
の
変
更
（
こ
の
変
更
に

加
え
て
、
他
の
号
の
材
料
か
ら
の
変
更
が
行
わ
れ
る
か
否
か
を
問
わ
な
い
。
）
及
び
域
内
原
産
割
合

が
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
で
あ
る
こ
と
。

二
九
一
八
・
二
二

第
二
九
一
八
・
二
二
号
の
産
品
へ
の
他
の
号
の
材
料
か
ら
の
変
更
（
第
二
九
一
八
・
二
一
号
の
材

料
か
ら
の
変
更
を
除
く
。
）
又
は
、

第
二
九
一
八
・
二
二
号
の
産
品
へ
の
第
二
九
一
八
・
二
一
号
の
材
料
か
ら
の
変
更
（
こ
の
変
更
に

加
え
て
、
他
の
号
の
材
料
か
ら
の
変
更
が
行
わ
れ
る
か
否
か
を
問
わ
な
い
。
）
及
び
域
内
原
産
割
合

が
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
で
あ
る
こ
と
。

二
九
一
八
・
二
三

第
二
九
一
八
・
二
三
号
の
産
品
へ
の
他
の
号
の
材
料
か
ら
の
変
更

四
〇
〇
九
・
一
一－

四
〇
〇
九
・
一
二

第
四
〇
〇
九
・
一
一
号
か
ら
第
四
〇
〇
九
・
一
二
号
ま
で
の
各
号
の
産
品
へ
の
他
の
項
の
材
料
か

ら
の
変
更
（
第
四
〇
・
一
〇
項
か
ら
第
四
〇
・
一
七
項
ま
で
の
材
料
か
ら
の
変
更
を
除
く
。
）

四
〇
〇
九
・
二
一－

四
〇
〇
九
・
四
二

第
四
〇
〇
九
・
二
一
号
か
ら
第
四
〇
〇
九
・
四
二
号
ま
で
の
各
号
の
産
品
へ
の
他
の
項
の
材
料
か

ら
の
変
更
（
第
四
〇
・
一
〇
項
か
ら
第
四
〇
・
一
七
項
ま
で
の
材
料
か
ら
の
変
更
を
除
く
。
）
又

は
、域

内
原
産
割
合
が
四
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
で
あ
る
こ
と
（
第
四
〇
〇
九
・
二
一
号
か
ら
第
四
〇
〇

九
・
四
二
号
ま
で
の
各
号
の
産
品
へ
の
関
税
分
類
の
変
更
を
必
要
と
し
な
い
。
）
。

四
〇
・
一
〇－

四
〇
・
一
七

第
四
〇
・
一
〇
項
か
ら
第
四
〇
・
一
七
項
ま
で
の
各
項
の
産
品
へ
の
第
四
〇
・
一
〇
項
か
ら
第
四



〇
・
一
七
項
ま
で
以
外
の
項
の
材
料
か
ら
の
変
更
（
第
四
〇
・
〇
九
項
の
材
料
か
ら
の
変
更
を
除

く
。
）

七
〇
・
〇
三－

七
〇
・
〇
八

第
七
〇
・
〇
三
項
か
ら
第
七
〇
・
〇
八
項
ま
で
の
各
項
の
産
品
へ
の
第
七
〇
・
〇
三
項
か
ら
第
七

〇
・
〇
八
項
ま
で
以
外
の
項
の
材
料
か
ら
の
変
更
（
第
七
〇
・
〇
九
項
の
材
料
か
ら
の
変
更
を
除

く
。
）

七
〇
〇
九
・
一
〇

第
七
〇
〇
九
・
一
〇
号
の
産
品
へ
の
他
の
項
の
材
料
か
ら
の
変
更
（
第
七
〇
・
〇
三
項
か
ら
第
七

〇
・
〇
八
項
ま
で
の
材
料
か
ら
の
変
更
を
除
く
。
）
又
は
、

域
内
原
産
割
合
が
四
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
で
あ
る
こ
と
（
第
七
〇
〇
九
・
一
〇
号
の
産
品
へ
の
関

税
分
類
の
変
更
を
必
要
と
し
な
い
。
）
。

七
〇
〇
九
・
九
一－

七
〇
〇
九
・
九
二

第
七
〇
〇
九
・
九
一
号
か
ら
第
七
〇
〇
九
・
九
二
号
ま
で
の
各
号
の
産
品
へ
の
他
の
項
の
材
料
か

ら
の
変
更
（
第
七
〇
・
〇
三
項
か
ら
第
七
〇
・
〇
八
項
ま
で
の
材
料
か
ら
の
変
更
を
除
く
。
）

七
二
・
〇
一－

七
二
・
一
七

第
七
二
・
〇
一
項
か
ら
第
七
二
・
一
七
項
ま
で
の
各
項
の
産
品
へ
の
他
の
類
の
材
料
か
ら
の
変
更

七
二
・
一
八－

七
二
・
二
三

第
七
二
・
一
八
項
か
ら
第
七
二
・
二
三
項
ま
で
の
各
項
の
産
品
へ
の
第
七
二
〇
二
・
四
一
号
か
ら

第
七
二
〇
二
・
四
九
号
ま
で
、
第
七
二
〇
二
・
六
〇
号
又
は
他
の
類
の
材
料
か
ら
の
変
更

七
二
・
二
四－

七
二
・
二
九

第
七
二
・
二
四
項
か
ら
第
七
二
・
二
九
項
ま
で
の
各
項
の
産
品
へ
の
他
の
類
の
材
料
か
ら
の
変
更



八
四
一
五
・
九
〇

第
八
四
一
五
・
九
〇
号
の
産
品
へ
の
他
の
項
の
材
料
か
ら
の
変
更
又
は
、

域
内
原
産
割
合
が
四
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
で
あ
る
こ
と
（
第
八
四
一
五
・
九
〇
号
の
産
品
へ
の
関

税
分
類
の
変
更
を
必
要
と
し
な
い
。
）
。

八
四
二
一
・
一
九－
八
四
二
一
・
二
三

第
八
四
二
一
・
一
九
号
か
ら
第
八
四
二
一
・
二
三
号
ま
で
の
各
号
の
産
品
へ
の
他
の
項
の
材
料
か

ら
の
変
更
又
は
、

第
八
四
二
一
・
一
九
号
か
ら
第
八
四
二
一
・
二
三
号
ま
で
の
各
号
の
産
品
へ
の
第
八
四
二
一
・
九

一
号
か
ら
第
八
四
二
一
・
九
九
号
ま
で
の
材
料
か
ら
の
変
更
（
こ
の
変
更
に
加
え
て
、
他
の
項
の
材

料
か
ら
の
変
更
が
行
わ
れ
る
か
否
か
を
問
わ
な
い
。
）
及
び
域
内
原
産
割
合
が
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
以

上
で
あ
る
こ
と
。

八
四
二
一
・
二
九

第
八
四
二
一
・
二
九
号
の
産
品
へ
の
他
の
項
の
材
料
か
ら
の
変
更
又
は
、

域
内
原
産
割
合
が
四
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
で
あ
る
こ
と
（
第
八
四
二
一
・
二
九
号
の
産
品
へ
の
関

税
分
類
の
変
更
を
必
要
と
し
な
い
。
）
。

八
四
二
一
・
三
一－

八
四
二
一
・
三
九

第
八
四
二
一
・
三
一
号
か
ら
第
八
四
二
一
・
三
九
号
ま
で
の
各
号
の
産
品
へ
の
他
の
項
の
材
料
か

ら
の
変
更
又
は
、

第
八
四
二
一
・
三
一
号
か
ら
第
八
四
二
一
・
三
九
号
ま
で
の
各
号
の
産
品
へ
の
第
八
四
二
一
・
九

一
号
か
ら
第
八
四
二
一
・
九
九
号
ま
で
の
材
料
か
ら
の
変
更
（
こ
の
変
更
に
加
え
て
、
他
の
項
の
材

料
か
ら
の
変
更
が
行
わ
れ
る
か
否
か
を
問
わ
な
い
。
）
及
び
域
内
原
産
割
合
が
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
以

上
で
あ
る
こ
と
。



八
五
一
二
・
九
〇

第
八
五
一
二
・
九
〇
号
の
産
品
へ
の
他
の
項
の
材
料
か
ら
の
変
更
又
は
、

域
内
原
産
割
合
が
四
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
で
あ
る
こ
と
（
第
八
五
一
二
・
九
〇
号
の
産
品
へ
の
関

税
分
類
の
変
更
を
必
要
と
し
な
い
。
）
。

八
七
〇
八
・
四
〇－

八
七
〇
八
・
八
〇

第
八
七
〇
八
・
四
〇
号
か
ら
第
八
七
〇
八
・
八
〇
号
ま
で
の
各
号
の
産
品
へ
の
他
の
項
の
材
料
か

ら
の
変
更
又
は
、

第
八
七
〇
八
・
四
〇
号
か
ら
第
八
七
〇
八
・
八
〇
号
ま
で
の
各
号
の
産
品
へ
の
第
八
七
〇
八
・
九

九
号
の
材
料
か
ら
の
変
更
（
こ
の
変
更
に
加
え
て
、
他
の
項
の
材
料
か
ら
の
変
更
が
行
わ
れ
る
か
否

か
を
問
わ
な
い
。
）
及
び
域
内
原
産
割
合
が
六
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
で
あ
る
こ
と
。

八
七
〇
八
・
九
一

第
八
七
〇
八
・
九
一
号
の
産
品
へ
の
他
の
項
の
材
料
か
ら
の
変
更
又
は
、

域
内
原
産
割
合
が
四
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
で
あ
る
こ
と
（
第
八
七
〇
八
・
九
一
号
の
産
品
へ
の
関

税
分
類
の
変
更
を
必
要
と
し
な
い
。
）
。

九
〇
三
二
・
九
〇

第
九
〇
三
二
・
九
〇
号
の
産
品
へ
の
他
の
項
の
材
料
か
ら
の
変
更
又
は
、

域
内
原
産
割
合
が
四
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
で
あ
る
こ
と
（
第
九
〇
三
二
・
九
〇
号
の
産
品
へ
の
関

税
分
類
の
変
更
を
必
要
と
し
な
い
。
）
。
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